
 

会員登録手順書 

 
石川県トライアスロン協会会員登録ならびに 

（社）日本トライアスロン連合の登録制度について 
 
 
登録の流れ 
 
 一般会員 

（高校生以上） 

大学生 ジュニア 

（小中学生） 

石川県トライアスロン協会の会員になる 

会費 

ＪＴＵ登録申請書 

会費 

ＪＴＵ登録申請書 

ＪＴＵに登録される 

ＪＴＵ登録料 

ＪＴＵ登録申請書 

東海北陸ブロック

事務局 

ＪＴＵ登録料 

ＪＴＵ登録手続き 

ＪＴＵ登録料 

ＪＴＵ登録手続き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各登録種別（登録料） 
 会費の一覧（JTU 登録を含む ITA 年会費） 

登録タイプ 年会費 

一般会員（個人登録） ３０００円

一般会員（団体登録） ２５００円

一般会員（ジュニア登録） ３００円

審判員登録会員 １５００円

 
 
 
 
 
 
※ 石川県トライアスロン協会（ＩＴＡ）の会員になることにより自動的に（社）日本トラ

イアスロン連合（ＪＴＵ）登録されます。 
※ ＪＴＵ登録には、申請書の提出と年会費の振り込みを同時におこなってください。 
※ 以下登録の手順等をご説明します。 
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（1） ＪＴＵとは 
（社）日本トライアスロン連合（以下ＪＴＵ）は国内全てのトライアスロン競技者、地域団体、大

会により構成されています。国内的には日本体育協会、JOC に加盟し、国際的にはアジアトライア

スロン同盟、国際トライアスロン連合に加盟しています。 
   ＪＴＵでは日本選手権、ジャパンカップシリーズ、ワールドカップ（石垣島）、アイアンマン・ジ

ャパン等各種大会を主催、共催しています。また全国の大会が安全に開催されるよう警察庁との調

整を行なったり、競技者が安全にトライアスロンライフを楽しむのため競技ルール、スポーツ医療、

施設・器具の研究をしています。メディアへのＰＲ、ジュニア教室の開催等によりトライアスロン

の普及発展に努めています。 
   石川県トライアスロン協会（以下ＩＴＡ）は石川県を代表しＪＴＵに加盟する組織です。ＩＴＡ

では当県在住の競技者・大会の友好の輪がさらに広がるよう願い活動しています。また新潟、富山、

福井の北陸ブロック各県と協力してこの地域のレベル向上に努力しています。 
 
 

石川県トライアス

ロン協会（ITA） 

日本トライアスロ

ン連合（JTU） 

石川県体育協会 

日本体育協会 

世界トライアスロ

ン連合（ITU） 

文部科学省 JOC 

IOC 

市町トライアスロ

ン協会 
市町体育協会 

所属する協会関連団体の関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（2） ＪＴＵ登録とは 

ＪＴＵではトライアスロン競技をおこなっている選手、審判活動をおこなっている方、スポーツ教

室等において指導・普及活動等をおこなっている方などの関係者を対象に登録制度があります。 
・ ＪＴＵ主催（公認）大会へ出場資格が得られます。 
・ 公認審判員としてＪＴＵ主催（公認）大会で審判活動ができます。 
・ 指導者（日本体育協会公認資格）の受験資格を得られます。 

 
（3） 登録の種類 
 1. 新規会員の登録（一般競技者、審判員、指導員等個人登録） 
   会 員 規 定  高校生以上または毎年４月 1 日現在 15 歳以上の愛好者。 
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     登  録  先  登録先は原則として現住所・勤務先所在地など活動の主体となる都道府県とな 
            ります。 
      登 録 方 法   ＩＴＡ事務局を通じて登録手続きをしてください。  
            登録会費は３０００円です。 
 
 2.  日本学生トライアスロン連合（学連）の登録  
      会 員 規 定   国内の大学、短期大学、大学院、高等高専（第４・５学年にかぎる）に在学す 
                       るもの。  
      問い合わせ先    学連事務局 ℡03-5469-5402（ＪＴＵ事務局内）  
 
  3.  ジュニア選手登録 
      会 員 規 定  毎年４月 1 日現在 15 歳未満の小・中学生についてはジュニア選手登録ができ 
            ます。 
     登  録  先  登録先は原則として現住所・学校・スポーツ教室等所在地など活動の主体とな 
            る都道府県となります。 
    登 録 方 法  ＩＴＡ事務局を通じて登録手続きをしてください。登録会費は３００円です。 
 
（4） ＪＴＵ登録をすると 

登録者へＪＴＵ登録番号をお知らせします。大会エントリーの時などに記入してください。 
ＩＴＡ発行の会報（年数回発行予定）、各種ご案内等をお送りします。 

 
（5） ＩＴＡ加入の方法 
  １．ＩＴＡ事務局へ加入手続きを申し込んでください。JTU 登録申請書および振り込み用紙を送り

ます。 
  石川県トライアスロン協会 事務局 
  〒９２１－８０５４ 石川県金沢市西金沢１－７ サイクルショップみなみ内 南 正樹 
      Tel&Fax ０７６-２４１-１３８３  南携帯 090-1317-8099 
      e-mail   info@csminami.com

２．JTU 登録申請書を必要事項記入して事務局へ送ってください。用紙は事務局へ請求いただくか、

ＪＴＵホームページまたはＩＴＡホームページからダウンロードしてください。 
３．会費は年間３０００円です。会期は４月１日から翌年３月３１日です。年の途中に登録された

場合でも３０００円必要です。（振り込み手数料は会員様ご負担にて） 
４．会費の振込先 

     銀行から 【北國銀行西金沢支店 
      口座番号 ３０８２２７  名義 石川県トライアスロン協会】 
     郵便局から 【郵便振替払込取扱票にて 

口座番号 ００７００－９－５３２６２ 名義 石川県トライアスロン協会】 
 
（6） 団体登録制度（２００７年度より新設） 
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  １．制度の概要 
    １）５名以上の団体・クラブ・チーム（以後、「団体」と略す）を対象とし、加盟団体の承認を

得たものとします。 
    ２）団体・クラブ・チームの代表者は、加盟団体の所在地に居住しているものとします。 
    ３）会員は、同地に居住しているか、主たる活動の場とする者であること。 

２．団体登録会員の追加・変更 
１）団体の新規メンバーの追加は随時できるものとします。 
２）個人登録者が、該当年度内に団体登録へ変更することはできません。 
３）他の規定は個人登録に準ずるものとします。 

３．団体登録の登録料 
１）会費はＪＴＵ登録料込みで１名あたり２５００円とします。 
２）団体登録料は不要とします。（ＪＴＵへ対しても不要） 

４．団体登録の手続き 
１）団体ごとに一括して登録を受け付けます。 
２）ＪＴＵへの登録および登録料の納入は、ＩＴＡより行います。 
３）登録申請の際、団体登録（名簿等により）であることが認識されること。 

 
（7） 審判員登録（２００９年度より新設） 
  １．制度の意図 

１）審判員、実行委員として大会に従事される方の経済的負担を軽減する。 

２）１）により審判員資格者の確保、各大会の技術審判体制充実を図る。 

  ２．概要 

    １）ＪＴＵ公認審判員資格のある方で、当該年度に審判業務に就く意思のある方が対象です。 

２）過去に資格を取得されて更新せず期限切れの方でも可とします。 

３）当該年度に実際審判業務に就くことが無かった場合でも登録費の追徴はしません。 

４）審判員登録者であっても選手としてＪＴＵ主催大会他各地の大会出場はなんら不都合あり

ませんが、登録時に識別できるよう連絡をお願いします。（審判員登録者はＪＴＵ登録され

ないため） 

  ２．登録料 

１）会費は１名あたり１５００円とします。 

  ４．登録方法 

    １）振込みの際には「審判員登録」と郵便払い込み票に明記する。銀行振り込みの場合は事務

局へ連絡ください。選手登録が必要な方は「審判員登録兼選手登録」と明記のこと。 

    ２）珠洲トライアスロン協会様会員は代表者から一括申請になります。 

    ３）審判資格の新規取得時の認定料、４年ごとの更新料はこの登録費とは別です。 

 
（8） ＪＴＵ登録の継続 

ＪＴＵ登録は毎年継続手続きをしてください。手続きは３月までに済まされるようお願いします。 
会費は新規加入時と同じで３０００円です。 
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申請書は不要ですが、もし記載内容に変更（特にお名前、住所、郵便番号、ＴＥＬの重要事項の変

更の場合）が合った場合は再度ご提出お願いします。 
 
（9） 退会時の手続き 

特に手続きはありませんが、事務局へご一報いただければ助かります。 
 
（10） 登録の消滅（資格の消滅） 

継続手続き（会費納入）がその年度内になされない場合、また、住所氏名のご変更の手続きがなく

連絡がつかない場合は退会したものとみなします。この場合登録番号は消滅しますのでご了承くだ

さい。 
その後再度登録申請があった場合は新規に登録いたします。 
継続手続きをされておらず登録が消滅した方は、公認審判員資格、指導者資格も同時に消滅します

のでご注意ください。 
 
（11） 個人データの保護・利用・管理 
  登録時に提出された申請書はＩＴＡ事務局にて保管します。本会は、個人情報保護法を遵守し、「個

人登録申請書」、「団体登録名簿」、「審判員申請書」等により得た個人情報について、トライアスロ

ンに関する情報伝達（印刷物の配布等）、（社）日本トライアスロン連合への登録に使用します。 
  申請書の個人データは次の時に使用します。 

１．ＪＴＵから広報誌を送付。 
２．ＪＴＵ（ＩＴＡ）主催・後援大会への参加推薦。 
３．ＪＴＵ（ＩＴＡ）の各種大会、練習会等行事の案内等。 
４．ＩＴＡの会報送付。 
５．公認大会へ審判員を派遣・推薦、審判試験の案内、各種行事のスタッフ募集等。 
６．その他ＩＴＡの事務手続き上の問い合わせなど。 

 

（12） 本手順書の制定及び改訂 
１）本手順書は２００９年２月８日をもって制定します。  
２）本手順書はＪＴＵ登録方法に準拠し制定します。ＪＴＵ登録方法の改訂があった場合はそれ

に準じて変更されます。 
 
（13） この「会員登録について」の問い合わせ先は次の通りとします。 
石川県トライアスロン協会 事務局 〒９２１－８０５４ 石川県金沢市西金沢１－７ 南 正樹 

e-mail info@csminami.com     ＨＰ http://www.spacelan.ne.jp/~csminami/
 

石川県トライアスロン協会 
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